
議案第 号 

 

      日野町職員の給与に関す 条例の一部改正につい  

 

日野町職員の給与に関す 条例の一部を別紙の お 改正す 。 

 

    成 ９ 月 日提出 

 

日野町長 景 山 享 弘 



日野町職員の給与 関する条例の改 必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨  

人事院 行 た給与勧告 基 所要の改 を行う。 

 

2 改 容 

○扶養手当 い の改定を行う。 

 ・配偶者 対する扶養手当を月額6,500 引 げ 

 ・子 対する扶養手当を月額10,000 引 げ 

 ・父母等 対する扶養手当を月額6,500 引 げ 

 ・配偶者の い職員への加算を廃 現行：扶養親族のうち一人を月額11,000  

 

○再任用職員の勤勉手当の支給月数を100分の15月引 げ期末・勤勉合計2.25月

する。 

 

3 附則 

・ 成29 4月1日 ら施行する。 

 

成30 3月31日ま の経過措置 

扶養手当参考                         

 成 28 度 成 29 度 成 30 度 

配偶者 13,000 10,000 6,500 

子 6,000 

1 人目 6,500  

8,000 10,000 

父母等 6,000 

1 人目 6,500  

6,500 6,500 

1 人目加算(子) 11,000 10,000 加算 し  

1 人目加算(父母等) 11,000 9,000 加算 し  

再任用職員勤勉手当等参考  

 6 月期 12 月期 

28 度期末手当 0.65 月 0.8 月 

勤勉手当 0.325 月 0.325 月 

29 度期末手当 0.65 月 改定 し  0.8 月 改定 し  

以降  勤勉手当 0.4 月 改定  0.4 月 改定  

 



 

日野町職員 給与 関 条例 一部を改正 条例 

 

 日野町職員 給与 関 条例 昭和 日野町条例第 号 一部を う 改正  

 

改正後 改正前 

  

扶養手当  扶養手当  

第 条 略 第 条 略 

 前項 扶養親族 掲 者 他 生計 途 く主

職員 扶養を受 い をいう  

 前項 扶養親族 掲 者 他 生計 途 く主

職員 扶養を受 い をいう  

。 ) 略 。 ) 略 

。 ) 満「「歳 達 日以後 最初 」1日ま 間 あ 子 。 ) 満「「歳 達 日以後 最初 」1日ま 間 あ 子及

び孫 

。 ) 満「「歳 達 日以後 最初 」1日ま 間 あ 孫  

。 ) 略 。 ) 略 

。 ) 略 。 ) 略 

。 ) 略 。 ) 略 

 扶養手当 額 前項第 号及び第 号 第 号ま い

該当 扶養親族 条 い 扶養親族 配偶者 父

母等 いう い 人 6,500円 前項第 号 以下

扶養親族 子 いう い 人 10,000円

 

 扶養手当 額 前項第 号 該当 扶養親族 い 1」,

000円 同項第 号 第 号ま 扶養親族 条 い 扶養

親族 子 父母等 いう い 6,000円 職員

扶養親族 い配偶者 あ 場合 あ う 人 い

6,500円 職員 配偶者 い場合 あ う 人

い 11,000円  

 略  略 

  

第10条 新 職員 者 扶養親族 あ 場合又 職員

各号 い 該当 事実 生 場合 い 職員

直 旨を任命権者 届 出 い  

第10条 新 職員 者 扶養親族 あ 場合又 職員

各号 該当 事実 生 場合 い 職員 直

旨 新 職員 者 扶養親族 あ 場合又 職員

第 号 該当 事実 生 場合 い 職員 配偶者

い 旨を含 を任命権者 届 出



 

い  

。 ) 略 。 ) 略 

。 ) 扶養親族 要件を く 至 者 あ 場合 扶養親族

子又 前条第 項第 号若 く 第 号 該当 扶養親族

満「「歳 達 日以後 最初 」1日 経過 扶養

親族 要件を く 至 場合を除く  

。 ) 扶養親族 要件を く 至 者 あ 場合 前条第 項

第 号又 第 号 該当 扶養親族 満「「歳 達 日以後

最初 」1日 経過 扶養親族 要件を く 至

場合を除く  

 。 ) 扶養親族 子 父母等 あ 職員 配偶者 い職員

場合 前号 該当 場合を除く  

 。 ) 扶養親族 子 父母等 あ 職員 配偶者を 至

場合 第 号 該当 場合を除く  

 扶養手当 支給 新 職員 者 扶養親族 あ 場合

い 者 職員 日 職員 扶養親族 前項 規定

届出 係 い場合 い 職員 同項第 号

掲 事実 生 事実 生 日 属 翌

日 初日 あ 日 属 開

始 扶養手当を受 い 職員 退職 又 死亡 場合

い 者 退職 又 死亡 日 扶養手当を受

い 職員 扶養親族 同項 規定 届出 係 全

扶養親族 要件を く 至 場合 い 事実 生

日 属 日 初日 あ 日 属

前 を 終わ 扶養手当 支給 開始

い 同項 規定 届出 係 事実 生 日 1

5日を経過 後 届出を受理 日 属

翌 日 初日 あ 日 属

行う  

 扶養手当 支給 新 職員 者 扶養親族 あ 場合

い 者 職員 日 扶養親族 い職員 前項第

号 掲 事実 生 場合 い 事実 生 日 属

翌 日 初日 あ 日 属

開始 扶養手当を受 い 職員 退職 又 死亡

場合 い 者 退職 又 死亡 日 扶

養手当を受 い 職員 扶養親族 同項 規定 届出 係

べ 扶養親族 要件を く 至 場合 い

事実 生 日 属 日 初日 あ

日 属 前 を 終わ 扶養手当 支

給 開始 い 同項 規定 届出 係 事実

生 日 15日を経過 後 届出を受理

日 属 翌 日 初日 あ 日

属 行う  

 扶養手当 各号 い 掲 事実 生 場合

い 事実 生 日 属 翌 日 初日

あ 日 属 支給額を改定 前

項 書 規定 第 号又 第 号 掲 事実 生 場合

扶養手当 支給額 改定 い 準用  

 扶養手当 を受 い 職員 第 項第 号 掲

事実 生 場合 扶養手当を受 い 職員 扶養親族 同項

規定 届出 係 一部 扶養親族 要件を く 至

場合 扶養手当を受 い 職員 い 同項第 号若 く

第 号 掲 事実 生 場合又 職員 扶養親族 子 同項

規定 届出 係 う 特定期間 あ 子 者



 

特定期間 あ 子 場合 い 事実 生

日 属 翌 日 初日 あ

日 属 支給額を改定 前項 書 規定

扶養手当を受 い 職員 更 第 項第 号 掲 事実 生

場合 扶養手当 支給額 改定 扶養親族 子 父母等

同項 規定 届出 係 あ 職員 扶養親族 配偶

者 い 扶養親族 配偶者を 至 場合

当該扶養親族 子 父母等 係 扶養手当 支給額 改定を除

く 及び扶養手当を受 い 職員 う 扶養親族 子 父母

等 同項 規定 届出 係 あ 職員 い 当該職員

配偶者 扶養親族 要件を く 至 場合又 同項第 号

掲 事実 生 場合 当該扶養親族 子 父母等 係

扶養手当 支給額 改定 い 準用  

。 ) 扶養手当を受 い 職員 第 項第 号 掲 事

実 生 場合 

 

。 ) 扶養手当を受 い 職員 扶養親族 第 項 規定

届出 係 一部 扶養親族 要件を く 至 場合 

 

。 ) 職員 扶養親族 子 第 項 規定 届出 係

う 特定期間 あ 子 者 特定期間 あ 子

場合 

 

  

勤勉手当  勤勉手当  

第「0条 略 第「0条 略 

 勤勉手当 額 勤勉手当基礎額 任命権者 規則 定 基

準 従 定 割合を乗 得 額 場合 い

任命権者 支給 勤勉手当 額 者 所属 各号

掲 職員 区分 総額 当該各号 定 額を超

え い  

。 ) 略 

 勤勉手当 額 勤勉手当基礎額 任命権者 規則 定 基

準 従 定 割合を乗 得 額 場合 い

任命権者 支給 勤勉手当 額 者 所属 各号

掲 職員 区分 総額 当該各号 定 額を超

え い  

。 ) 略 

。 ) 前項 職員 う 再任用 職員 当該再任用職員 勤勉手

当基礎額 100分 40を乗 得 額 総額 

。 ) 前項 職員 う 再任用 職員 当該再任用職員 勤勉手

当基礎額 100分 」「.5を乗 得 額 総額 



 

 

附 則 

施行期日  

 条例 成「9 4 1日 施行  

 

成」0 」 」1日ま 間 扶養手当 関 特例  

 成「9 4 1日 成」0 」 」1日ま 間 第 条 規定 改正後 給与条例 以下 項 い 第 条改正後給与条例

いう 第 条第 項第 号 第 号ま 規定 適用 同条第 項 規定 適用 い 同項中 前項第 号及び第 号

第 号ま い 該当 扶養親族 条 い 扶養親族 配偶者 父母等 いう い 人 6,500円 前項

第 号 以下 扶養親族 子 いう い 人 10,000円 あ 前項第 号 該当 扶養親族 以下 扶養親族

配偶者 いう い 10,000円 同項第 号 該当 扶養親族 以下 扶養親族 子 いう い 人 8,000

円 職員 配偶者 い い場合 あ う 人 い 10,000円 同項第 号 第 号ま い 該当 扶養親族

以下 扶養親族 父母等 いう い 人 6,500円 職員 配偶者及び扶養親族 子 い場合 あ

人 い 9,000円 第10条第 項中 旨 あ 旨 新 職員 者 扶養親族 あ 場合又 職員 第

号 該当 事実 生 場合 い 職員 配偶者 い 旨を含 同項中 。 ) 扶養親族 要件を く

至 者 あ 場合 扶養親族 子又 前条第 項第 号若 く 第 号 該当 扶養親族 満「「歳 達 日以後 最初 」 」1

日 経過 扶養親族 要件を く 至 場合を除く あ 。 ) 扶養親族 要件を く 至 者 あ 場合 前

条第 項第 号又 第 号 該当 扶養親族 満「「歳 達 日以後 最初 」 」1日 経過 扶養親族 要件を く 至

場合を除く 。 ) 扶養親族 子 父母等 あ 職員 配偶者 い職員 場合 前号 該当 場合を除く 。 ) 扶養親族

子 父母等 あ 職員 配偶者を 至 場合 第 号 該当 場合を除く 同条第 項中 各号 い

あ 第 号 第 号ま い あ 又 扶養手当を受 い 職員 い 第 項第 号若 く 第

号 掲 事実 生 場合 い 日 あ 日 第 号又 第 号 あ 第

号 改定 あ 改定 扶養親族 子 第 項 規定 届出 係 あ 職員 配偶者 い 扶養親族

配偶者を 至 場合 当該扶養親族 子 係 扶養手当 支給額 改定並び 扶養親族 父母等 同項 規定

届出 係 あ 職員 あ 配偶者及び扶養親族 子 同項 規定 届出 係 い 扶養親族 配偶者又

扶養親族 子を 至 場合 当該扶養親族 父母等 係 扶養手当 支給額 改定を除く 扶養手当を受 い 職員 う

扶養親族 子 第 項 規定 届出 係 あ 職員 配偶者 い職員 場合 当該扶養親族 子 係 扶

養手当 支給額 改定及び扶養手当を受 い 職員 う 扶養親族 父母等 同項 規定 届出 係 あ 職員 あ 扶

養親族 子 同項 規定 届出 係 い 配偶者 い職員 場合 当該扶養親族 父母等 係 扶養

手当 支給額 改定  


